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髙﨑　定一

氏　　　　名氏　　　　名

石川　幸利

関根　光一

関口　正夫

山本　博行

議案第30号

牧野　貴行

小山　吉男

関根　和彦

杉山　起司

中山　幸光

生産緑地に係る農業従事状況の認定について

報
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事

項

宇根　義雄

議案第33号

農地調整課長

農地法第5条の規定による許可申請について

　・農地法第6条第1項の規定による報告（農地所有適格法人）について

事
務
局

石川　秀徳農業振興課長

　・農地法第18条第6項の規定による合意解約通知について

農地法第3条の規定による許可申請について

野口　雅朋

　・2a未満農業用施設の届出について

租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるための適格者証明願について

阿久津　守

議案第31号

農業振興課係長 押野　岳大

農地法第4条の規定による許可申請について



１　開　　　　会
関口会長職務代理者

　
　只今から、令和３年７月さいたま市農業委員会月例総会を開会いたしま
す。
　はじめに、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、引続き担当委員から
の議案説明は省略し、補足等がある場合に限り説明をお願いいたします。
　なお、複数の案件を担当する委員の方におかれましては、すべての案件
をひとまとめにするのではなく、１案件ずつお願いいたします。
　次に、引続き新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「マスク着用の
上での発言」について、改めてお願いするものです。
　また、審議中３０分に一度事務局職員が部屋の換気を行いますので、皆
さんの御理解、御協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
　最後に、この会議は議事録作成をする必要があり、感染拡大防止に十分
配慮した上で、マイクを使用しての進行とさせていただいております。議
案説明の際は、事務局職員がマイクを消毒した上で発言者にお渡しいたし
ますが、会場が狭小であることから座席の前からお渡しすることをご了承
ください。

　本日は、井原委員が欠席されておりますので、委員２１名中２０名出席
です。よって、「さいたま市農業委員会会議規則第６条」の規定による過
半数の要件を満たしておりますので、本会は成立しております。

２　会議成立の報告
関口会長職務代理者

３　署名委員の指名
関口会長職務代理者

　議事録署名委員として、
　　　　議席番号１１番　本田　敏一　委員
        議席番号１２番　山本　博行　委員
を指名いたします。



議　　　　　長

　番号１番、川通地区、事務局より何かございますか。

　ありません。

中　山　委　員 　ありません。

議　　　　　長

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　以上、議案第２９号、農地法第３条の規定について、質問等のある方
は、挙手をお願いいたします。

　質問等がないようでございますので、採決に入りたいと思います。

　議案第２９号について、賛成の方の挙手を求めます。

議　　　　　長

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、慈恩寺地区、中山委員より何かございますか。

　
　それではさっそく議案審議に入らせていただきます。
　議案第２９号、農地法第３条の規定による許可申請について審議しま
す。
　議案書に記載されているもの以外で補足説明がある場合に、説明をお願
いします。

　総員賛成でございます。
　議案第２９号について、許可することと決定いたします。

事　　務　　局

　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、慈恩寺地区、中山委員より何かございますか。

中　山　委　員 　ありません。

議　　　　　長



議　　　　　長 　総員賛成でございます。
　議案第３０号について、許可することと決定いたします。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

　議案第３０号について、賛成の方の挙手を求めます。

　質問等がないようでございますので、採決に入りたいと思います。

事　　務　　局 　ありません。

小　山　委　員

議　　　　　長
　
　続きまして、議案第３０号、農地法第４条の規定による許可申請について審
議します。
　引き続き迅速な議事を進めていきますので、担当委員からの議案説明につい
ては省略し、補足説明等ございましたら発言をしてください。

　番号１番、片柳地区、小山委員より何かございますか。

　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、川通地区、事務局より何かございますか。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、慈恩寺地区、中山委員より何かございますか。

中　山　委　員 　ありません。

議　　　　　長
　
　ありがとうございました。
　以上、議案第３０号、農地法第４条の規定による許可申請について、質問等
のある方は、挙手をお願いいたします。



　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、馬宮地区、杉山委員より何かございますか。

石　川　委　員

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、馬宮地区、杉山委員より何かございますか。

議　　　　　長

議　　　　　長

　番号１番、植水地区、小島委員より何かございますか。

小　島　委　員 　ありません。

　

議　　　　　長

議　　　　　長
　
　続きまして、議案第３１号、農地法第５条の規定による許可申請につい
て審議します。
　引き続き迅速な議事を進めていきますので、担当委員からの議案説明に
ついては省略し、補足説明等ございましたら発言をしてください。

杉　山　委　員

　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、指扇地区、石川委員より何かございますか。

　ありません。

杉　山　委　員 　ありません。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号５番、指扇地区、石川委員より何かございますか。

石　川　委　員 　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号７番、大砂土地区、細沼委員より何かございますか。

　ありません。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号６番、指扇地区、石川委員より何かございますか。

石　川　委　員 　ありません。

議　　　　　長

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号８番、大砂土地区、細沼委員より何かございますか。

細　沼　委　員 　ありません。



　ありがとうございました。
　番号１４番、尾間木地区でございますが、補足はございません。

小　山　委　員 　ありません。

議　　　　　長

議　　　　　長

　ありがとうございました。
　続きまして、番号１６番、新和地区、小泉委員より何かございますか。

議　　　　　長

　ありがとうございました。
　続きまして、番号９番、片柳地区、小山委員より何かございますか。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号１１番、三室地区、西形委員より何かございますか。

　続きまして、番号１５番、大門地区、石井委員より何かございますか。

小　泉　委　員 　ありません。

議　　　　　長

細　沼　委　員 　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１０番、片柳地区、小山委員より何かございますか。

小　山　委　員 　ありません。

西　形　委　員 　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１２番、与野地区、髙﨑委員より何かございますか。

髙　﨑　委　員 　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１７番、和土地区、濱野委員より何かございますか。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１３番、与野地区、髙﨑委員より何かございますか。

髙　﨑　委　員 　ありません。

石　井　委　員 　ありません。



濱　野　委　員 　ありません。



　質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第３１号について、賛成の方の挙手を求めます。

　
　ありがとうございました。
　以上、議案第３１号、農地法第５条の規定による許可申請について、質
問等のある方は、挙手をお願いいたします。

議　　　　　長

議　　　　　長 　総員賛成でございます。
　議案第３１号について、許可することと決定いたします。

―　総　員　賛　成　―各　　委　　員

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１８番、和土地区、濱野委員より何かございますか。

濱　野　委　員 　ありません。

中　山　委　員 　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号１９番、川通地区、事務局より何かございますか。

事　　務　　局 　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２０番、慈恩寺地区、中山委員より何かございます
か。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２２番、慈恩寺地区、中山委員より何かございます
か。

中　山　委　員 　ありません。

中　山　委　員 　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２１番、慈恩寺地区、中山委員より何かございます
か。



　では、改めまして審議に入りたいと思います。
　番号１番、植水地区、小島委員より何かございますか。

　総員賛成でございます。
　議案第４号、番号９番について、意見決定することといたします。

　それでは、浅子委員、ご入室ください。

―　浅　子　委　員　入　室　―

議　　　　　長

　ありがとうございました。

　質問等のある方は、挙手をお願いいたします。

　質問等がないようでございますので、採決に入りたいと思います。

　議案第４号、番号９番について、賛成の方の挙手を求めます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

　番号９番を先に審議します。農業委員会等に関する法律第３１条、議事参
与の制限に該当する案件ですので恐れ入りますが、浅子委員、一時ご退席を
お願いいたします。

―　浅　子　委　員　退　席　―

事　　務　　局 　ありません。

小　島　委　員

　番号９番、野田地区、事務局より何かございますか。

　ありません。

議　　　　　長

議　　　　　長
　
　続きまして、議案第３２号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項及び
第２項の規定による意見決定について審議します。
　引き続き迅速な議事を進めていきますので、担当委員からの議案説明につ
いては省略し、補足説明等ございましたら発言をしてください。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、七里地区、西澤委員より何かございますか。



　ありません。

西　形　委　員 　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号７番、三室地区、西形委員より何かございますか。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号４番、片柳地区、小山委員より何かございますか。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、片柳地区、小山委員より何かございますか。

議　　　　　長

議　　　　　長 　質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。

　ありません。

西　澤　委　員 　ありません。

小　山　委　員

　ありません。

議　　　　　長

小　山　委　員

浅　子　委　員

議　　　　　長

西　形　委　員

　番号９番を除く議案第３２号について、賛成の方の挙手を求めます。

　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　続きまして、番号６番、三室地区、西形委員より何かございますか。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　以上、議案第３２号、番号９番を除く農業経営基盤強化促進法第１８条第
１項及び第２項の規定による案件について、質問等のある方は、挙手をお願
いいたします。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号５番、三室地区、西形委員より何かございますか。

西　形　委　員 　ありません。

　ありがとうございました。
　番号８番、尾間木地区でございますが、補足はございません。
　続きまして、番号１０番、野田地区、浅子委員より何かございますか。



議　　　　　長 　総員賛成ですので、番号９番を除く議案第３２号について、原案どおり意
見決定することといたします。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―



　
　続きまして、議案第３３号、生産緑地に係る農業従事状況の認定につい
て審議します。
　引き続き迅速な議事を進めていきますので、担当委員からの議案説明に
ついては省略し、補足説明等ございましたら発言をしてください。

　番号１番、七里地区、西澤委員より何かございますか。

議　　　　　長

　ありません。西　澤　委　員

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　以上、議案第３３号、生産緑地に係る農業従事状況の認定について、質
問等のある方は、挙手をお願いいたします。

　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、片柳地区、小山委員より何かございますか。

議　　　　　長

小　山　委　員

議　　　　　長 　総員賛成でございます。
　議案第３３号について、認定することと決定いたします。

　ありません。

　質問等がないようでございますので、採決に入りたいと思います。

　議案第３３号について、賛成の方の挙手を求めます。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―



各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

議　　　　　長 　総員賛成でございますので、議案第３４号について、原案どおり証明する
ことといたします。

議　　　　　長 　続きまして、議案第３４号、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の
適用を受けるための適格者証明願について審議します。

　番号１番から番号３番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地区
審議会において案件説明をしております。

　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います。

　議案第３４号について、賛成の方の挙手を求めます。



　番号１番から番号１１番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地
区審議会において案件説明をしております。

議　　　　　長 　続きまして、議案第３５号、相続税の納税猶予を受けた農地に係る農業経
営を引き続き行っている旨の証明願について審議します。

　議案第３５号について、賛成の方の挙手を求めます。

議　　　　　長 　総員賛成でございますので、議案第３５号について、原案どおり証明する
ことといたします。

　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―



各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

議　　　　　長 　総員賛成でございますので、議案第３６号について、原案どおり確認する
ことといたします。

議　　　　　長 　続きまして、議案第３６号、相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況
確認について審議します。

　番号１番から番号６番につきまして担当推進委員が現地を調査し、各地区
審議会において案件説明をしております。

　議案書の一覧表をご覧いただき、ご意見、ご質問、お気付きの点がござい
ましたら挙手をお願いいたします。

　特にないようでございますので、採決に入りたいと思います。

　議案第３６号について、賛成の方の挙手を求めます。



議　　　　　長 　続きまして、議案第３７号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９
条第３項の規定による農用地利用配分計画(案)に対する意見について審議し
ます。番号１番、植水地区、事務局より何かございますか。

事　　務　　局

事　　務　　局 　ありません。

議　　　　　長
　
　ありがとうございました。
　続きまして、番号３番、野田地区、事務局より何かございますか。

　ありがとうございました。
　他に質問等がないようですので、採決に入りたいと思います。
　議案第３７号について、農業政策課に「意見なし」として回答してもよろ
しいでしょうか。賛成の方の挙手を求めます。

　事務局より補足説明をさせていただきます。
　この案件は、議案第３２号番号１番の利用権設定にて農地中間管理機構が
借受ける農地を、市が作成しました農用地利用配分計画（案）の賃借権の設
定等を受ける者に６年間貸付けることが適切か否かについて、市農業政策課
より農業委員会に対して意見照会があったものでございます。
　申請者は新規就農となりますが、４年半に渡り栽培技術と農業経営の習得
について実習を積んでおります。
　営農計画、農機具等は、新規就農にかかるチェックシート記載のとおり
で、販路も確保しております。

議　　　　　長
　
　ありがとうございました。
　続きまして、番号２番、片柳地区、事務局より何かございますか。

事　　務　　局 　ありません。

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　議案第３７号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規
定による農用地利用配分計画(案)に対する意見について、質問等のある方
は、挙手をお願いいたします。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

議　　　　　長 　総員賛成でございます。
　議案第３７号について、本月例総会は「意見なし」として決定いたしま
す。

西　形　委　員 　番号１番についてお伺いします。
　事務局より新規就農者との説明がございましたが、作付面積が過大ではな
いでしょうか。また、農機具の保管場所についてお聞かせください。

事　　務　　局 　譲受人は市内の農地所有適格法人の社員として従事しておりました。ま
た、実家は農家であることから、手伝いや農機具の保管場所については協力
を得られるとのことです。

議　　　　　長



議　　　　　長 　ありがとうございました。
　意見等質問のある方は、挙手をお願いいたします。

　これをもちまして、令和３年７月、さいたま市農業委員会月例総会を閉
会いたします。

６　閉会宣言

本田会長職務代理者 　本日は、長時間の審議ご苦労さまでした。

５　報告事項

議　　　　　長 　本日の議案審議は、以上です。
　続きまして、報告事項ですが、市街化区域の転用届等の報告事項につき
まして事務局より説明がございます。

　事務局お願いいたします。

事　　務　　局

　農地法第５条第１項第７号の規定による届出でございます。

　お手元の資料をご覧ください。
　令和３年６月分報告事項です。

　農地法第３条の３の規定による届出でございます。

　す。

　２a未満農業用施設の届出でございます。

　農地法第４条第１項第８号の規定による届出でございます。

　ないようでございますので、閉会のご挨拶を、本田会長職務代理よりお
願いいたします。

　農地法第６条第１項の規定による報告（農地所有適格法人）でございま

　農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知でございます。


